
  DL 労組  SSSWWWIIIMMMMMMYYY   

 

      NRT 「36 協定」 締結 → 1 日の残業限度時間 6 時間までへ 
         
まずは報告として、2 月末での失効予定であった成田の「時間外労働/休日労働に関する協定」は締結され、3 月 1 日よりも「残

業」は可能であります。今回は変更点があり、1 日の残業限度時間が「8 時間→6 時間」へ、週の残業限度時間を「15 時間→18 時

間」となりました。 元々は、各事業場でのアンケート結果を基に、当時の中部地区従業員代表者による「インターバル時間」の「12

時間→14時間」改定目標が原点であり、最近のNRTの PTS業務での残業の傾向及びその対策、そして、人事部長も賛同のWシ

フト（8時間まで残業）の回避の方向性、これらを精査しながら当初のインターバルの 12時間→14時間の「2時間」についての対応

を実質的にではありますが、一部地域では成し遂げたことになると考えています。現実的には、PTS 業務に携わる方々には体の負

担が増すことは承知していますが、結果的なインターバル時間との関連によるシフト間の休息時間や今後の他の事業場への NRT

の 36 協定の締結内容の影響を考察すると、1 歩前進したのではないかと考えています。特に、週の残業限度時間に関しましては

法律上の制限が無いので、皆さんの意見や総合的な部分で今後も検討/対応していくべきと NRT の従業員代表者と組合は話し

合いました。近日中に NRTの従業員代表者より「お知らせ」があると聞いていますので今後に詳細をご確認ください。 

 

     HND 「休業協定」 締結 → 今後の「締結」は厳しい方向へ 
 

下記の文書を人事部に 3/2 に提示したことを HNDの従業員代表者より報告を受けました。 
 

2021 年 1 月 3 日に連名にて提示した「2021 年以降の羽田地区/成田地区の休業協定書の内容に関する従業員

代表者の意向について」 及び その後の「従業員代表ミーティング内における会社側の意向」に伴い、今後の

HND地区での休業協定の締結は、皆さんの理解を得られず残念ながら困難と考えています。 

 2021年の 1月～3月の HND地区の Reduce Work （出社日数）の状況を確認させていただきまして、改善されない状

況を把握させていただきましたので、要請文での提示の「標準勤務日数の見直しが無ければ、締結は厳しい」の考

えの通り、残念ながら今後の羽田地区の「休業協定」の締結は、断念せざるを得ないことを前もってお伝えし

ておきます。 

 既に、ハイヤーの乗り合いの協力（最後の方は帰宅時間が遅れる）など様々な協力をしている HND 地区、ま

た、US サイドの出社日数や減給状況もふまえて、従業員代表者として皆さんの意向を尊重し、今回の従業員代

表者からの意向とさせていただきましたので何卒ご理解ください。 

                                            東京国際空港地区 従業員代表 蝶野 優子 
  

上記書面提示前にも 2020年 7月 29日と 2021年 1月 3日に書面を連名で提示していて、その後 2021年 1月のミーティング

を最後とし、会社側の意向もふまえ、先に配信済の「coffee brake 14-1」にもある US サイドの状況、日本地区での会社側の春闘

回答内容、また、羽田地区の皆さんの生活を保守していく上で、HND の従業員の「代表者」として、残念ながら今年の「HND 地

区の休業協定」の締結は「困難」であることを会社側に伝えた、と報告を受けました。 

また、HNDのACSでは一部未だに有給休暇が十分に取れない現況であり、せっかく大隅氏が有給休暇の保有期間の延長を

していただいたにも関わらず、また、オーバースタッフィングといいながらも、有給休暇を申請しても一日も取得できていない方（8

日間申請しても 1 日も取れない方）が存在している結果となっています。現況や OSM は 2 日間のみの Reduce Work、その他

の従業員には厳しい出社制限を行いながら有給休暇の取得を制限していることに大きな疑問点を持たずにはいられません。

今後は、組合側も組合役員への「不当労働行為」も視野に、対応を検討中です。課によって対応が異なることは致し方ないと考

えますが、ACS のリーダーである田中氏及び牧野氏の対応、及び、人事部の野々村氏の対応次第で、今後の HND の「休業協

定」締結の不可の回避へと繋がるかもしれませんが、現段階では会社側より一切の返信がない状況と聞いています。 

 

      春闘 「組合回答」  → 皆さんの意見を基に最終調整中 
         
基本的に労働組合は、会社の提案する生活給「一時金係数 5 か月」維持のための不利益変更（労働協約改悪案）は考えられ

ません。結果的には単純な回答に達することになるとは思われますが、各従業員が世界全体へ視野を広げ「便乗的な会社案」

に左右されずに、今後の FLT復活に備えて自身の生活を維持することこそが、企業の一従業員として大切なことであるでしょう。 
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